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（参考）菊池市御所通り景観形成住民協定の概要 

  ■協定の目的、景観基準方向 

（協定の目的） 

本協定は、御所通りにおける町づくりに係る景観形成の推進に資するために必要な事項を定め

るものとする。 

（景観基準方向） 

第三条 御所通りは、歴史の重みを擁する伝統のある町並みである。この歴史の重みを（文化色

豊かな町づくり）の中で保存、修復、創出する。 

２．人間交流、ショッピング行動の多様化に対応するために魅力的な町づくりを推進する。 

３．保存、修復、新築に付いては菊池市御所通り景観形成審査会（以下「審査会」と言う）で

審議する。 

 

  ■協定事項（協定第六条） 

本協定の設定区域の、御所通りの沿線内の建築物の新築、増改築等の場合、施主等関係人は、で

きる限り早期の段階で計画概要を菊池市御所通り景観形成審査会に説明することとする。 

尚、審査会は事前調査の上、調和のとれた町づくりの方向付けを行うこととする。 

 

  ■建築基準 

１． 建物は原則として木造２階建てとし、通りの伝統的なまちなみに調和するものとする。 

２． 屋根は日本瓦葺きとし、１、２階の軒の高さ、勾配、軒の出を伝統的なまちなみ、伝統的な

既存建物に揃えるものとする。 

３． 道路からの建物の外壁の位置は、１、２階とも既存建物の位置に揃えるものとする。 

４． 開口部は、原則として木製とする。アルミサッシ等を設ける場合は、木製建具の内側に設け

る等、まちなみとの調和に配慮するものとする。 

５． 建物等の色彩は、無彩色等、落ち着きのある色を基調とする。 

６． 自動販売機等は、伝統的なまちなみの景観を配慮した形状で囲んで設置し、ＴＶアンテナ等

については道路の反対側に設けるものとする。 

７． 看板類は、伝統的なまちなみに調和した形状や色彩のものとし、軒の内側に設置するものと

する。 

８． 工事にあたっては（建築確認前）、あらかじめ景観審査会の承認を得るものとする。 
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  ■建築基準運用方針 

１．建築物の概要 

（１）高さは２階建てを原則とする。やむを得ず３階建てとする場合は、後退して建てる。 

（２）各棟には傾斜した屋根をのせる。（片勾配屋根は不可） 

（３）屋根は出来るだけ主な棟から葺きおろす。 

（４）屋根勾配を揃える（４.５寸～５寸） 

２．建築物の配置 

（１）大きな建物を建てない。裏庭等を設ける（主屋の環境保護） 

（２）優位の景観を考慮し、仮設、応急的な建物や付属棟に注意を払う。 

（３）付属棟は背後に建てる。 

３．建築物の外観 

（１）２階壁面は道路側へ張り出しすぎないこと。階高を抑え、全体の高さを低く保つ。 

（２）軒高、庇高に一定の限度を設ける。（特に２階の階高を低くする） 

４．建築物の材質 

（１）材料は地場のものとし、屋根の材料は日本瓦とし、色瓦、スレート、鉄板等の使用を避ける 

（２）壁は白壁（漆喰等）とし、軒高は化粧タルキ表し、または漆喰仕上げとし、ボード類は張ら

ない。 

（３）簡素を旨とする。 

（４）建具は木製の枠を用いる。（やむをえずアルミサッシを使用する場合は自然発色のブロンズ）

内部はカーテン、レース等の使用をやめ、障子、格子とする。 

５．道路との空間 

（１）１階、２階の壁面の道路からの交代距離は一定の範囲とする。道路に面する建物の正面には

必ず庇を設ける。（勾配を一定にする。）庇↓の空間は出来る限り開放する。 

（２）前庭が広すぎる場合は、まちなみの連続を保つ様に工夫をする。（既にある駐車場も考慮す

る。） 

６．内部空間 

（１）積極的に伝統的な内部空間の構成原理を活かす。（柱、梁）改修にあたり、大梁、桁等の既

存の魅力を見せる工夫をする。（安易に覆わない） 

７．屋外広告物 

（１）掲出する広告物は〔自家用広告物〕（商品名広告は掲出しない）とする。 

（２）掲出数は１～２個迄とする。のぼりの掲出については充分に考慮する。 

（３）材質は建築物の材質と同じものを使用する。（木を使用する） 

  


